
規格･基準などの事前意図公告 
 

この公告は、貿易の技術的障害に関する協定 
  (ＴＢＴ協定)第２条９．１に基づくものです。 

 
 
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づく清酒の製法品質表示基準

の一部改正について 
 

下記のとおり、清酒の製法品質表示基準  (平成元年国税庁告示第８号)  の  

一部を改正する予定ですので、お知らせします。  
 
 
 

記 

 

１  件名 

    清酒の製法品質表示基準の一部を改正する件 

 

２  対象品目 

酒類（清酒） 

 

３  趣旨及び目的 

(1)  製造時期表示について、消費者利益に資するため、食品の国際規格であ

るコーデックス規格や食品表示基準に沿った改正を行う。 

(2) 受賞記述表示について、清酒のブランド価値向上のため、公的機関から

付与された賞に限り受賞機関及び受賞年の表示を可能としている取扱いを

廃止し、公的機関以外の機関から付与された賞の表示を可能とする。 

 

４  適用予定日 

    官報に公示する。 

 

５  意見提出先 

    国税庁課税部酒税課 

    〒100-8950  東京都千代田区霞が関３－１－１ 

    Ｔ Ｅ Ｌ (０３) ３５８１－４１６１ 

    ＦＡＸ (０３) ３５９３－０４０６ 

 

６  意見提出期限  

  W T O 事務局から配布された後 60 日間 

  


